
令和６年第１回行方市教育委員会定例会 

 

○開催日時  令和６年１月 25日(木) 午前９時 00分～午前 11時 12分 

 

○開催場所  行方市役所 北浦庁舎２階 第２会議室 

 

○出席委員    教育長        横田 英一 

         教育長職務代理者   滝 惠美子 

         委 員        大﨑 あい子 

         委 員        明石 延之 

 

○事務局出席者  学校教育課長         高柳 雅彦 

生涯学習課長         宮内  敏 

         スポーツ推進室長       髙田 和明 

         学校教育課指導室長      大﨑 雅之 

         学校教育課課長補佐      内田 恵子 

 

 

 

【日程第１】 議事録署名委員の指名 

 

【日程第２】 

公 開 議案第１号 行方市ＧＩＧＡスクールサポーター設置に関する規則の一部を改正する規則 

について                         （学校教育課） 

公 開 議案第２号 行方市特別支援教育支援員規程の一部を改正する訓令について 

（学校教育課） 

公 開 議案第３号 行方市部活動指導員配置要綱の一部を改正する告示について 

（学校教育課） 

公 開 議案第４号 行方市教育推進専門員設置に関する規則の制定について 

（学校教育課） 

公 開 議案第５号 行方市学校サポーター配置要綱の制定について 

（学校教育課） 

 

 

【日程第３】 教育委員会事務委任規則第２条各号以外の報告 

非公開 報告番号１ 区域外就学児童生徒の認定について             （学校教育課） 

非公開 報告番号２ 就学児童生徒の指定校変更について             （学校教育課） 

非公開 報告番号３ 不登校児童生徒について                    （指導室） 



非公開 報告番号４ いじめについて                        （指導室） 

公 開 報告番号５ 教育委員会重点事業年間管理表について           （学校教育課） 

（指導室） 

（生涯学習課） 

（スポーツ推進室） 

公 開 報告番号６ その他                            （指導室） 

 

【日程第４】 その他 

(1) 次回教育委員会定例会の開催について 

(2) 卒業式及び入学式の日程等について 

(3) その他 

 



○議 事 録 

 

開 会 

  教育長から開会の宣言がなされました。 

 

 

【日程第１】 議事録署名委員の指名 

 

（教育長） 行方市教育委員会会議規則第 14条第２項の規定により，議事録署名委員に明石委員を指

名します。 

 

 

【日程第２】 

 

≪公 開≫ 

議案第１号 行方市ＧＩＧＡスクールサポーター設置に関する規則の一部を改正する規則について 

 

（事務局） 議案朗読 

 

（学校教育課長） 資料に基づき，議案説明 

 

 ※議案第１号については，原案のとおり可決されました。 

 

 

≪公 開≫ 

議案第２号 行方市特別支援教育支援員規程の一部を改正する訓令について 

 

（事務局） 議案朗読 

 

（学校教育課長） 資料に基づき，議案説明 

 

〇主な発言 

発 言 者 発 言 内 容 

大﨑委員 

 

高柳課長 

 

明石委員 

この改正は，現行の第４条第４号の「その他学校運営上必要な事項」という文言を，

より具体的にしたという解釈でよろしいでしょうか。 

おっしゃるとおりです。学校の困っているところも手伝っていただき，また特別支

援教育支援員が働きやすくするものです。 

支援員は，免許等は必要としませんか。 



高柳課長 免許等は必要としません。 

 

 ※議案第２号については，原案のとおり可決されました。 

 

 

≪公 開≫ 

議案第３号 行方市部活動指導員配置要綱の一部を改正する告示について 

 

（事務局） 議案朗読 

 

（学校教育課長） 資料に基づき，議案説明 

 

〇主な発言 

発 言 者 発 言 内 容 

大﨑委員 

 

高柳課長 

この改正は，規定を整理するため，関係している法令を明確に記載したという解釈

でよろしいでしょうか。 

ご指摘のとおりです。整理をしまして，正式な記述に改めるものです。 

 

 ※議案第３号については，原案のとおり可決されました。 

 

 

≪公 開≫ 

議案第４号 行方市教育推進専門員設置に関する規則の制定について 

 

（事務局） 議案朗読 

 

（学校教育課長） 資料に基づき，議案説明 

 

〇主な発言 

発 言 者 発 言 内 容 

明石委員 

 

 

高柳課長 

 

 

 

滝委員 

内容的には継続性が必要であり，コミュニティ・スクールや部活動の地域移行とい

うところは積み重ねていくことが必要であるということを考えますと，身分がどのよ

うになっているか，具体的に教えていただければと思います。 

教育推進専門員は，学校教育に関する専門的知識を有する方です。会計年度任用職

員として１年の任期ですが，もちろん採用する前には面接試験等がありまして，継続

する場合には，人事評価を行い次の年に継続することも可能です。年齢制限は特にあ

りません。 

会計年度任用職員の報酬は，県と同じように決まっている額ですか。 



高柳課長 

大﨑委員 

高柳課長 

市の規定があります。 

この教育推進専門員は，指導室とは別個に独立しての配置になるのでしょうか。 

指導室に配置する予定となっています。 

 

 ※議案第４号については，原案のとおり可決されました。 

 

 

≪公 開≫ 

議案第５号 行方市学校サポーター配置要綱の制定について 

 

（事務局） 議案朗読 

 

（学校教育課長） 資料に基づき，議案説明 

 

〇主な発言 

発 言 者 発 言 内 容 

滝委員 

 

高柳課長 

滝委員 

学校サポーターは，各学校に１人とか，市内で何人といった人数の予定はあります

か。 

中学校に各１名を予定しています。 

ゆくゆくは小学校にも入っていただいて，時数を減らすようなサポーターの設置が

できたらという希望を持っています。中学校の先生はこれによりだいぶ仕事が軽減さ

れるのではないかと思います。 

 

 ※議案第５号については，原案のとおり可決されました。 

 

 

【日程第３】 教育委員会事務委任規則第２条各号以外の報告 

 

≪非公開≫ 

 報告番号１ 区域外就学児童生徒の認定について 

 

（学校教育課長） 資料に基づき，報告説明 

 

 

≪非公開≫ 

 報告番号２ 就学児童生徒の指定校変更について 

 

（学校教育課長） 資料に基づき，報告説明 

 



 

≪非公開≫ 

 報告番号３ 不登校児童生徒について 

 

（指導室長） 資料に基づき，報告説明 

 

〇主な発言 

発 言 者 発 言 内 容 

滝委員 

 

 

明石委員 

記述の仕方について，要因と継続理由を挙げていただいて，流れがよく分かりまし

た。それに伴い，学校も動きが変わったという気がしますし，非常に効果が出ている

のではないかと思います。 

長欠の理由の本丸がはっきり見えているというのは一番大事なことで，やはり休ん

でいるうちにだんだんいろいろな理由がついてきてしまう傾向があると思います。と

きにはその後付けの理由に振り回される傾向も見えてくるかと思うのですが，このよ

うな書き方で見据えていくと，その児童生徒の本来の悩みから目が逸れないでいける

と思います。 

 

 

≪非公開≫ 

 報告番号４ いじめについて 

 

（指導室長） 資料に基づき，報告説明 

 

 

≪公 開≫ 

 報告番号５ 教育委員会重点事業年間管理表について 

 

（学校教育課長） 資料に基づき，報告説明 

 

 （指導室長） 資料に基づき，報告説明 

 

（生涯学習課長） 資料に基づき，報告説明 

 

（スポーツ推進室長） 資料に基づき，報告説明 

 

〇主な発言 

発 言 者 発 言 内 容 

明石委員 除籍本配布会が行われましたが，今後の図書館運営においてもいろいろと改善を重



 

宮内課長 

ねていただけたらと思います。 

除籍本配布会は，以前は行方市ふれあいまつりのイベント時にその配布を行ってい

ましたので，今後はそのようなイベント等での配布を考えていきたいと思っていま

す。 

 

 

≪公 開≫ 

 報告番号６ その他 

 

〇主な発言 

発 言 者 発 言 内 容 

大﨑室長 

 

 

 

 

 

 

 

 

大﨑委員 

明石委員 

 

滝委員 

 

 

大﨑室長 

二点ご報告させていただきます。一点目は，多様性に配慮した制服検討につきまし

て，一定の方向性が打ち出されました。引き続き慎重に議論をし，それぞれの計画に

向けて保護者や子どもたちと連携，協議しながら進めていくということで一致をみま

した。 

もう一点は，県立高等学校，附属中学，中等教育学校で，最大５日以内，欠席扱い

としないラーケーション制度を導入することになりました。校長園長研修会等におい

ても継続的に協議をいただいているところです。市でもたたき台の資料を作り，それ

に基づき議論をしていただいているところなのですが，委員の皆様からも意見をいた

だければと思っています。 

学校だけが知識を得るところではないので，私は推進していくことに賛成です。 

将来的にはそのようなことが当たり前に行われる時代になっていくのかなと思い

ます。現場のほうでいろいろ判断していただくのがまず第一義かと思います。 

だいたい同じ意見なのですが，保護者の意向をよく聞いたほうがよいと思います。

趣旨としては良いのですが，そのような余裕がないという方にとってはあまり意味が

ないことかもしれません。 

学校でも代表者が集まる会議がありますので，そのようなところで意見を丁寧に聴

取しながら進めさせていただきたいと思います。 

 

 

【日程第４】 その他 

 

≪公 開≫ 

 (1) 次回教育委員会定例会の開催について 

 

（事務局） 次回教育委員会定例会の日程について説明 

 

（教育長） 次回定例会については，２月 26日に開催することとします。 

 



 

≪公 開≫ 

(2) 卒業式及び入学式の日程等について 

 

（事務局） 卒業式及び入学式の日程等について説明 

 

 

≪公 開≫ 

(3) その他 

 

 

閉 会 

教育長から閉会宣言がなされました。 

 


